
令
和
元
年
七
月
五
日
受
領

答
弁
第
二
七
五
号

内
閣
衆
質
一
九
八
第
二
七
五
号

令
和
元
年
七
月
五
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
岡
本
あ
き
子
君
提
出
地
域
お
こ
し
協
力
隊
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
岡
本
あ
き
子
君
提
出
地
域
お
こ
し
協
力
隊
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
吉
本
興
業
株
式
会
社
、
株
式
会
社
よ
し
も
と
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
・
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
が
行
っ
て
い
る
全
国
の

「
住
み
ま
す
芸
人
」
」
に
対
し
て
、
平
成
三
十
年
度
に
、
国
が
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
補
助
金
等
を
直
接
交
付
し
た
事
例
は
、
現
時
点
で
把
握

し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
、
零
件
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
総
額
も
、
零
円
で
あ
る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
「
地
方
自

治
体
の
補
助
金
等
を
活
用
し
て
い
る
事
例
」
に
つ
い
て
は
、
調
査
に
時
間
を
要
す
る
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
過
去
三
ヶ
年
分
」
の
「
地
域
お
こ
し
協
力
隊
の
参
加
ス
タ
ー
ト
隊
員
数
に
対
す
る
任
期
満
了
数
及
び
任
期
満

了
率
、
参
加
ス
タ
ー
ト
隊
員
数
に
対
す
る
満
了
後
の
地
元
定
着
率
」
に
つ
い
て
は
、
調
査
に
膨
大
な
作
業
を
要
す
る
こ
と
か

ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

な
お
、
お
尋
ね
の
「
政
府
の
所
見
」
に
つ
い
て
は
、
「
地
域
お
こ
し
協
力
隊
定
住
状
況
等
調
査
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十

一



九
年
七
月
五
日
付
け
総
務
省
地
域
力
創
造
グ
ル
ー
プ
地
域
自
立
応
援
課
事
務
連
絡
）
に
よ
り
調
査
し
た
、
平
成
二
十
九
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
に
任
期
を
終
了
し
た
地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
の
う
ち
、
活
動
地
と
同
一
の
市
町
村
内
に
定
住
し
た
者
に
活

動
地
の
近
隣
市
町
村
内
に
定
住
し
た
者
を
加
え
た
者
の
割
合
（
小
数
点
第
二
位
を
四
捨
五
入
し
た
数
字
）
が
、
六
十
二
・
六

パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
地
域
お
こ
し
協
力
隊
の
制
度
趣
旨
で
あ
る
人
口
減
少
や
高
齢
化
等
の
進
行
が
著

し
い
地
域
に
お
け
る
当
該
地
域
外
の
人
材
の
定
住
・
定
着
の
促
進
に
つ
い
て
、
一
定
の
成
果
を
上
げ
て
い
る
も
の
と
考
え
て

い
る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
地
域
お
こ
し
協
力
隊
の
隊
員
の
活
動
に
要
す
る
経
費
」
に
つ
い
て
は
、
「
地
域
お
こ
し
協
力
隊
推
進
要
綱
」

（
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
付
け
総
行
応
第
三
十
八
号
総
務
事
務
次
官
通
知
）
に
基
づ
き
、
「
地
域
お
こ
し
協
力
隊
員

一
人
あ
た
り
四
百
万
円
を
上
限
（
う
ち
報
償
費
等
に
つ
い
て
は
二
百
万
円
を
上
限
、
報
償
費
等
以
外
の
活
動
に
要
す
る
経
費

に
つ
い
て
は
二
百
万
円
を
上
限
）
」
と
し
て
、
地
方
団
体
に
対
し
て
特
別
交
付
税
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
当
該

四
百
万
円
が
、
御
指
摘
の
よ
う
な
「
本
人
」
に
「
全
額
わ
た
」
る
制
度
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

四
に
つ
い
て

二



お
尋
ね
の
「
各
種
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
を
実
施
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等
」
と
は
、
三
に
つ
い
て
で
述
べ
た
地
域
お
こ
し
協
力
隊

推
進
要
綱
別
添
「
「
地
域
お
こ
し
協
力
隊
」
の
推
進
に
向
け
た
財
政
措
置
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
「
地
域
お
こ
し
協
力
隊
員

の
募
集
等
に
要
す
る
経
費
」
と
し
て
例
示
し
て
い
る
「
各
種
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
を
実
施
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等
に
対
す
る
委
託

費
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
当
該
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等
」
に
は
、
お
尋
ね
の
「
株
式
会
社
」

が
含
ま
れ
て
お
り
、
お
尋
ね
の
「
吉
本
興
業
株
式
会
社
、
ま
た
は
そ
の
グ
ル
ー
プ
会
社
」
も
排
除
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と

考
え
て
い
る
。

三


